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吹田市職員 頸肩腕障害・腰痛症健康診断委託業務 仕様書 

1件名 

令和 8年度吹田市職員頸肩腕障害・腰痛症健康診断委託業務 

 

2委託期間 

契約締結日から令和 9年 3月 31日まで 

 

3健診業者の条件 

入札に参加する健診業者は以下の条件を満たしていること。 

（1） 地方自治法施行令第１６７条の４に該当もしくはそれに準ずる者でないこと。 

（2） 医療法、医師法、労働安全衛生法等健診業者として求められる各種法令および企業の社会的責任

として労働基準法等を遵守していること。業務にあたり必要な手続きを行うこと。 

（3） 「市民税」、「固定資産税（償却及び土地家屋）」、「法人税・消費税」および「所得税・消費税」に未納

がないこと。 

（4） 契約する会社名が医療機関として保健所に登録されており、巡回健診の開設届を提出していること。 

（5） 他機関と再委託・提携することなく当健診を実施可能であること。 

（6） 吹田市暴力団の排除等に関する条例第 8条第 2項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者で

ないこと。（大阪府暴力団排除条例第 2条第 2号及び同条第４号に該当するものでないこと。） 

（7） 健診にあたるスタッフ、及び使用する機器材について精度管理体制の整備を行っていること。 

（8） 健康診断等の実施に際して、この仕様書に記載された実施方法及び以下の特記事項を厳守するこ

と。 

ア 上肢筋骨格系障害の診断ガイドライン（日本整形外科学会労働産業委員会）、情報機器作業にお

ける労働衛生管理のためのガイドライン（厚生労働省）、職場における腰痛予防対策の推進につ

いて（厚生労働省）、職場における頸肩腕症候群予防対策に関する報告書（旧労働省）、上肢作

業に基づく疾病の認定基準に関する見解（日本産業衛生学会頸肩腕障害研究会）を用いて、健

診及び判定を行うこと。 

イ 本業務の専任事務担当者を 1名、現場専任スタッフを健診期間を通して同一人物で 1名以上確保

すること。事前に吹田市担当者と実施方法について詳細に協議し、必要な指示を受けること。複数

の検査を臨機応変に実施することができる、健診スタッフを全日配置すること。 

ウ 医師及び技師・看護師は全員有資格者であること。健診当日は、名札を着用のこと。 

エ 事務担当者及び健康診断スタッフが著しく不適当と判断される場合には、吹田市は受注者に対し

てその者の変更を求めることができること。また、過去に実施した吹田市の健診において、受診者か

ら苦情等を受けたスタッフは出務させないこととする。 

オ 健診会場の準備・後片付けは受注者が全て行い、健康診断実施後は担当者の指示に従い、すみ

やかに原状復帰し、できるだけ早く会場から撤収すること。会場の内装、備品等を破損しないこと。

椅子・机以外の必要機材は全て持参すること。検診に伴う廃棄物の処理については、受注者で持

ち帰り、産業廃棄物として処分するものとすること。 

カ スタッフは受付開始の 30 分前には会場に到着し、開始 10 分前には準備を終了しておくこと。医師

は受付開始の 10分前には到着しておくこと。 

キ 受診日ごとの受付名簿（受診者の受付番号、職員番号、氏名が記載されているもの）を健診終了後、

当日中に提出すること。 

ク 業務・結果等で吹田市からの指摘事項があれば必ず従うこと。吹田市から質問事項があれば１週間

以内に調査を行い、文書による回答を行うこと。同時に担当者が来庁して説明を行うこと。 

ケ 健康診断結果は全てコンピューター処理であること。業務に適した機器・体制に更新するとともに、
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個人情報の保護に努めること。メールによる打ち合わせが可能であること。 

コ 所属名等は組織改正等により変更があれば対応すること。 

サ 業務が原因となって事故が発生した場合は内部医師による診察ではなく本人の希望する第三者医

療機関による診療で対応すること。また、その費用を全額負担すること。 

シ 健康診断の結果で緊急を要する場合は、2日以内に連絡が可能であること。 

ス 全ての検査における判定及び診断については、常勤医師によるものとする。また、最終的な判断に

ついては吹田市の産業医の指示に従うこと。 

セ 結果は特に指示がない場合は実施日から 4 週間以内に納品すること。また、過去 1 年間以上の結

果を記載できること。 

ソ 本業務を行うにあたり、取り扱った個人情報の取り扱いにあたっては、吹田市情報セキュリティポリシ

ー各条項を遵守すること。契約の有無に関わらず健康診断結果は５年間保管し、吹田市の求めに

応じ提供すること。 

タ 健診会場では常に受診者に対して気を配るとともに、丁寧に対応すること。 

チ 健康診断等の実施に際して、受診者に対する感染症等への予防措置を十分に行うこと。 

（9）健診業者として常に関係情報を把握し、吹田市担当者に適切に説明を行うこと。 

 

4健康診断の実施方法について 

（1） 日程・会場 

ア 日程 

 7月、9月のうち 7日間程度  （7月 21日、22日、9月 3日、7日、8日、14日、18日） 

 ※日程については、状況により延期する場合がある。 

      イ 会場 

 吹田市文化会館メイシアター・吹田市保健センター  

（2） 対象者 

      重量物の取扱、介護作業等により腰部に著しい負担のかかる作業や同一肢位の保持や反復作

業により上肢等の特定の部位に負担のかかる作業に常時従事している職員（会計年度任用職員

等を含む）。前年度 A判定の受診者は、今年度は希望者のみとする。 

       受診数 743人（令和 7年度実績、A判定者 274人）      

  （3）  令和 8年度 受診者見込み数 760人 

       （参考） 対象職種：保育教諭、用務員、給食調理員、障がい児介助員、図書館司書等 

（4） 健診項目 

    以下の内容で健診を行う。 

検診項目 備    考 

問診 ⚫ 既往歴・業務歴・自覚症状 

身長・体重 

⚫ 体重計はデジタル式で計量検査合格機器を使用すること。 

⚫ 体重測定の際は衣服の重量として 1㎏を差し引くこと。 

⚫ 測定単位は、身長は cm、体重は㎏を用い、小数第 1位まで求めること。 

⚫ プライバシーの配慮を十分にし、測定値を声に出さないこと。 

⚫ 体重計等の表示部分が周囲に見えないように囲いをつけること。 
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血圧測定 

⚫ 「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）」、「循環器病予防ハンドブ

ック」に基づいて行うこと。 

⚫ 収縮期血圧 140または拡張期血圧 90を超える場合は、安静にした後に２

回目を再測定する。 

⚫ ２回測定の血圧判定に使用する血圧値は、判定が軽い方を選択し、また

同判定の場合は、拡張期血圧が低い方を選択すること。 

筋力、筋持続力テスト

（握力・肩腕力・ピンチ

力・タッピング） 

⚫ 検査時、事故を起こさないように、安全面に注意すること。 

⚫ 検査時、受診者が過重な負担を感じていないか注意し、必要時には中止

の判断をすること。 

皮膚温測定 ⚫ 精度管理された機器であること。 

振動覚テスト ⚫ 精度管理された機器であること。 

クラウス・ウェーバーテス

ト 

⚫ 検査時、事故を起こさないように、安全面に注意すること。 

⚫ 検査時、受診者が過重な負担を感じていないか注意し、必要時には中止

の判断をすること。 

診察（視触診・神経テス

ト・運動テスト・筋圧痛と

筋硬結等の検査を含む） 

⚫ 必要に応じて指導を行い、職場の環境改善が必要な場合は、市に対して

所見を伝えること。 

 

ア すべての日程で健診に必要な人員体制を組むこと。また、健診にあたっては、各種検査基準に準じ

て実施すること。精度を確保できる機器材等を使用し、適宜正しい結果が出る最新の機器材に更

新すること。スタッフに対して確実な技法を習得できるよう研修を行うこと。検査の基準値等は必要

があれば吹田市の産業医の指示に従うこと。 

イ 問診項目の確認にあたっては、パーテーションで囲う等、プライバシーを守れる方法で行なうこと。 

ウ 混雑緩和のため、調整を行う者を配置し、円滑に健診が行われるように工夫すること。 

エ 検査内容によっては、受診者の現在の状態、既往症、年齢等を考慮し実施を中止すること。 

（5）受診票（別紙 1参照） 

事前に職員番号・氏名・所属名等のデータを提供するので、印字をすること。印字した受診票は封筒

に入れ、健診実施の１か月前に封入して納品すること。同時に健診に必要な白紙の受診票も納品する

こと。 

（6）個人結果通知 

ア 別紙 2に提示する結果通知書にならう形の結果を作成し、中身が透けて見えず、所属、氏名のみ 

見えるようにすること。 

イ 吹田市の用意する文書（A4版）があるときは、同封又は所属、氏名を印字すること。 

ウ 過去の結果を最大 2回分表示すること（同一番号がある者に限る。） 

エ 新しい書式を使用する時は、事前に吹田市担当者に書式を提示し、指示を受けたうえで実施の１

か月前までに修正を終わらせておくこと。 

オ 個人宛通知は検査後必ず 3週間以内に納品すること。 

（7）吹田市宛結果報告 

ア 事業所（吹田市、消防本部）ごとに所属コード順、職員番号順に並べた個人結果一覧表 

イ 個人結果通知の控え 

ウ 全員分の結果を 5年間保存すること。 

エ 結果の媒体については、健診終了後翌月末までに別紙 3で指定する仕様で CSV形式で提出する

こと。また、別に添付するデータ形式で取り込み、提出が可能であること。 
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（8）事後指導 

健 診 結 果

説明会 

健診終了後、医師による健診結果説明会と個別相談会を吹田市で１回開催する。開

催料は健診単価に含むものとする。また、各職場の希望による説明会への講師派遣

について相談にのること。 

必要に応じ、健康診断によって発見された健康阻害要因を詳細に分析し、保健指導、作業方法の改

善、作業環境改善について、市に対して助言すること。 

 

5その他 

（1） 仕様書の疑義については、吹田市に確認し、その指示に従うこと。なお、細部については吹田市が指示 

するが、仕様書に記載のない事項についても、当然必要と認められることについては協議のうえ適正に

実施すること。 

（2） 産業医の指示、各種法令等の変更、感染症等の流行に伴い、実施内容・方法を変更する場合がある。 

その時は別途協議にて契約内容等の変更に応じること。
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別紙１         健診受診票 

別紙２         個人結果票 

別紙３         データ仕様 
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別紙 1 
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別紙 2 
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   頸肩腕健診データ仕様    

 
媒体      ：ＣＤ  
形式      ： MS-DOS TXT FILE  CSV形式 
ＦＤ提供機関  ：  
提供健診ﾃﾞｰﾀ  ： 頸肩腕健診 
種類      ： 日付ごとのファイル。頸肩腕健診・ＶＤＴ健診を間違わないように注意。 
更新時期     ： 7月 頸肩腕健診   →  8月ＦＤ供給 
検診ﾃﾞｰﾀ     ： 1) 日付ﾀｲﾌﾟの統一 → 受診年月日は YYYYMMDD（西暦） 

2)  その他（本庁）-1・消防部局-3のコードで。水道部局はなし。 
3)  所属名はコードで。 
4)  所見・判定などは基本的に全てコードデータ。 
5)  年度で新たにコードが変更になった場合、ユーザーに紙またはＣＤで提供する。 

   
 

 
 

   健診データレイアウト（頸肩腕健診）  

 

媒体 : CD
形式 : MS-DOS TXT FILE  CSV形式

名称 : 検5_頸片腕健診H27年度＿NNNN人
所見は名称（文字タイプ）判定などはコードデータで。

ルール ＊１レコードに項目名称を追加する

No システムNo 項目名称 最大 小数点 内容 データ内容 備考
1 1 職員番号 9 人事室から提供したNoと同一にする。 00009999 取込まない
2 2 漢字氏名 20 外字なし(名前と名字の間は全角ｽﾍﾟｰｽ) 吹田　太郎 〃
3 3 ｶﾀｶﾅ氏名 15 半角カナ（名前と名字の間は半角ｽﾍﾟｰｽ） ｽｲﾀ ﾀﾛｳ 〃
4 4 性別 1 1:男　2:女 1,2 〃
5 5 生年月日 8 YYYYMMDD 19980401 〃
6 6 係所属コード 〃
7 7 所属コード 事業所ﾏｽﾀ（別紙　参照） 〃
8 8 所属名称 〃
9 1201 頸片腕健診受診日 8 日付 YYYYMMDD
10 1202 頸片腕健診受診No 5 文字
11 1203 頸片腕健診判定 1 コード 1:A異常なし、2：B1経度疲労、3:B2蓄積疲労、4:B3、5:C要治療 A,B1,B2,B3,C

所見等

 

別紙 3 

媒体：  CD 

形式：  MS-DOS TXTFILE CSV形式 

名称：  検 5_頸肩腕健診Ｒ8年度_NNNN人 

所見等： 所見は名称（文字タイプ）判定などはコードデータで 

ルール  *1 レコードに項目名称を追加する  


